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持持ち物　備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　予予約

　現在使用中の後期高齢者医療被保険者証（水色）の有効期限は７月３１日（水）までです。
　新証（橙色）を７月末までに対象者へ送付しますので、有効期限が過ぎた被保険者証を市に返却または破棄してくだ
さい。
　新証が届かない場合や、記載内容に変更がある場合は、保険課まで連絡してください。
　医療機関などでの一部負担割合は、所得区分が一般および市民税非課税世帯の人が１割、現役並み所得の人が３割
です。
備現役並み所得とは、同一世帯における全世帯員の平成３０年中の市民税課税所得金額が１４５万円以上の場合です。
注�現役並み所得と判定された場合でも、収入金額に応じて、申請により１割負担となる場合があります。詳しくは問
い合わせください。

問保険課���℡０６－６９９２－１５４５

　国民健康保険に加入している７０歳以上７５歳未満の人に、国民健康保険高齢受給者証（黄色）を７月末までに送付し
ます。医療機関などで受診するときは、国民健康保険の被保険者証と併せて、高齢受給者証を必ず窓口で提示してく
ださい。一部負担割合は、下表のとおりです。
　８月１日（木）以降に７０歳になる人は、誕生月の翌月１日（１日が誕生日の人は誕生日）から下表の一部負担割合が適用
となるため、誕生月（１日が誕生日の人は、その前月）の２０日前後に高齢受給者証を送付します。

　今年度から市民総合（特定）健康診査の予約がスマートフォンやパソコン端末からも可能となりま
した。ＷＥＢ予約の方法は、右記ＱＲコードまたは市ホームページの保険課からのお知らせに掲載し
ているＵＲＬから申し込みください。健康のために、健診は毎年必ず受けるようにしましょう。
対今年度１５歳以上７５歳未満の守口市国民健康保険の被保険者
問保険課���℡０６－６９９２－１５４５

　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付は、市指定金融機関の口座からの自動引き落としにすれば、納付す
る手間が省け、納付忘れがなくなります（翌年度からも自動更新されます）。
　市指定金融機関（郵便局を含む）の窓口で備え付けの申請用紙で申請してください。
手続きに必要なもの
・預貯金通帳またはキャッシュカード���・保険証���・届出印

　市役所の窓口では、キャッシュカードのみで口座振替の申請ができる「ペイジー口座振替受付サービス」を実施して
います。詳しくは市ホームページまたは問い合わせください。
問保険収納課���℡０６－６９９２－１５３７

　医療機関などで高額な治療を受ける場合、支払った医
療費の一部負担金について、月額で自己負担限度額が設
けられています。自己負担限度額を超えて医療費を支
払った場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
　１カ月間の一部負担金が自己負担限度額を超えるおそ
れがあるときは、「限度額適用認定証」または「限度額適
用・標準負担額減額認定証」と被保険者証を併せて医療機
関などに事前に提示することで、医療機関などでの医療
費の支払いを自己負担限度額までとすることができ、市
民税非課税世帯の人については、食事代の負担を軽減す
ることができます。この認定証の有効期限は通常、７月
末日までです。
○国民健康保険の場合　
　８月以降も医療機関などに入院や通院をし、高額な治
療を受ける場合は、限度額適用認定証または限度額適
用・標準負担額減額認定証の更新手続きが必要ですの
で、保険課窓口で手続きをしてください。
　ただし、７０歳以上７５歳未満の人で、所得区分が一般
もしくは現役並み所得Ⅲ（表１参照）の世帯に該当する場
合は、高齢受給者証を提示すれば自己負担限度額までの
支払いとなるため、認定証の発行はありません。
持�国民健康保険の被保険者証、印かん、マイナンバーカー
ドまたはマイナンバー通知カード、写真入りの本人確
認書類、入院日数を確認できる領収書（市民税非課税
世帯の人で過去１２カ月の入院日数が９０日を超える場

合のみ必要）など
○後期高齢者医療制度の場合　
　現在、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付され
ている人には、７月末日までに新しい認定証を送付しま
す。
　認定証の交付を受けていない人で、入院などにより１
カ月の一部負担金合計額が自己負担金限度額を超える見
込みとなる場合は、医療機関などで入院や通院をする前
に保険課で申請してください。
　ただし、７５歳以上の人で所得区分が一般もしくは市
民税課税所得合計額が６９０万円以上（表１参照）の世帯に
該当する場合は、後期高齢者被保険者証を提示すれば自
己負担限度額までの支払いとなるため、認定証の発行は
ありません。
持�後期高齢者医療被保険者証、印かん、マイナンバーカー
ドまたはマイナンバー通知カード、写真入りの本人確
認書類、入院日数を確認できる領収書（過去１２カ月の
入院日数が９０日を超える場合のみ必要）など

注�８月１日（木）より、自己負担額を決定する所得が平成
２９年中の所得金額から平成３０年中の所得金額に変わ
ります（表１・２参照）。このため、所得金額の変動など
により自己負担限度額が変わる場合があります。
　�高額療養費の自己負担限度額は、年齢７０歳未満の人
と７０歳以上の人で、区分や基準となる所得金額の考
え方が異なります（表１・2参照）。

問保険課���℡０６－６９９２－１５４５

後期高齢者医療被保険者証が変わります

国民健康保険高齢受給者証を送付

市民総合（特定）健康診査のＷＥＢ予約が開始

口座振替が便利です

７０歳以上７５歳未満の人の一部負担割合
所得区分 一部負担割合

市民税課税所得金額が１４５万円以上の７０歳以上７５歳未満の国保被保険者がいる世帯 ３割
上記のうち、以下に該当する場合（保険課での申請が必要）
　○７０歳以上７５歳未満の国保被保険者が１人の世帯：収入金額が３８３万円未満
　○７０歳以上７５歳未満の国保被保険者が２人以上の世帯：収入金額が５２０万円未満

2割

市民税課税所得金額が１４５万円以上の７０歳以上７５歳未満の国保被保険者がいない世帯 2割
問保険課���℡０６－６９９２－１５４５

限度額適用認定証などの更新について

【表１】７０歳以上の人の高額療養費自己負担限度額（月額）
所得区分 外来（個人単位） 入院+外来（世帯単位）

市民税
課税世帯

現役
並み
所得

Ⅲ（市民税課税所得合計額（注１）が６９０万円
以上）

２５２,６００円+（医療費の総額-８４２,０００円）×１％
【年4回目以降（注３）は１４０,１００円】

Ⅱ（市民税課税所得合計額（注１）が３８０万円
以上）

１６７,４００円+（医療費の総額-５５８,０００円）×１％
【年4回目以降（注３）は９３,０００円】

Ⅰ（市民税課税所得合計額（注１）が１４５万円
以上）

��８０,１００円+（医療費の総額-２６７,０００円）×１％
【年4回目以降（注３）は４４,４００円】

一般（市民税課税所得合計額（注１）が１４５万円未満）１８,０００円（年間上限１４４,０００円） ５７,６００円
【年4回目以降（注３）は４４,４００円】

市民税
非課税世帯

低所得Ⅱ（低所得Ⅰ以外の人） ８,０００円 ２４,６００円
低所得Ⅰ（年金収入が８０万円以下の人など（注2）） １５,０００円

注１　�国保の場合：同一世帯の全ての国保被保険者（擬制世帯主を含む）の課税区分で算定します。
　　　後期の場合：同一世帯の全世帯員の課税区分で算定します。
注2　�所得額が0円となる被保険者（ただし、公的年金等控除額は８０万円として計算）、または市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金

を受給している被保険者
注３　過去１２カ月間に、同世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の自己負担限度額です。

【表2】７０歳未満の人の自己負担限度額（月額）
所得区分（注4） 年３回目まで 年4回目以降（注5）

市民税
課税世帯

９０１万円超（区分ア） ２５２,６００円+（医療費の総額-８４２,０００円）×１％ １４０,１００円
６００万円超９０１万円以下（区分イ） １６７,４００円+（医療費の総額-５５８,０００円）×１％ ９３,０００円
２１０万円超６００万円以下（区分ウ） ８０,１００円+（医療費の総額-２６７,０００円）×１％ ４４,４００円

２１０万円以下（区分エ） ５７,６００円 ４４,４００円
市民税非課税世帯（区分オ） ３５,４００円 ２４,６００円

注4　所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得申告がない場合は９０１万円超とみなされます。
注5　過去１２カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あったときの４回目以降の自己負担限度額です。
備�高額療養費の計算にあたっては、７０歳未満の人の場合、医療費の一部負担金が１つの医療機関などにおいて２１,０００円となったもの
のみを合算し、合算額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給対象となります。また、入院時の食事代や差額ベッド
代などの保険診療外の費用は含みません。


